
■金沢自転車ネットワーク協議会※１において、自転車利用者に対するルー
ルやマナーと、利便性の向上をめざして、「金沢まちなか自転車利用マップ
（以下マップ）」を作成しました。

■新たな自転車利用者が増えるこの時期に学生をはじめ幅広い方に、自転
車の安全な利用法について呼びかけるため、金沢中心市街地※２より概ね
5ｋｍ圏内の高校・大学の新入学生を中心に配布を予定しています。また、
石川県、金沢市とその関連施設及び主要観光施設等でも配布しています。

■この「マップ」は、自転車の安全な利用方法や安全に通行できるルートと、
利便性を考え、駐輪場や空気入れがある場所などを掲載し、自転車を利用
する市民や来街者にとって使いやすいマップとなっています。 また、見やす
さと携帯性を考え、Ｂ３サイズを折りたたんだものとなっています。

■マップは、金沢自転車ネットワーク協議会HPからもご覧いただけます。

http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/bicycle.co/index.html
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「金沢自転車ネットワーク協議会」事務局
◇国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 調査第二課
◇石川県 土木部 道路整備課
◇金沢市 都市政策局 交通政策部 歩ける環境推進課

【お問い合わせ先】
◇金沢河川国道事務所 調査第二課長 北出 一雅

電話：076-264-9912（直通）
ＦＡＸ：076-233-9631 ※番号通知設定でおかけ下さい

金沢まちなか自転車利用マップを作成しました！

※１、金沢自転車ネットワーク協議会は、歩行者・自転車・クルマのそれぞれが安全に安心して通行できる道路空間の創出に
向けて、学識者、関係機関が連携を図りつつ、面的な自転車ネットワークの検討・試行・整備を継続的に展開していくことや、
自転車関連施策のプラットフォーム化 （情報の共有化）を図ることを目的としています。
※２、金沢中心市街地とは金沢市中心市街地活性化基本計画で定義された中心市街地になります。


